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令和７年７月の気象概要

○偏西風（亜熱帯ジェット気流）の顕著な北偏に伴い、そのすぐ南側に形成される地表の梅雨前線は６月末には日本付
近で消滅し、東・西日本では記録的に早い梅雨明けとなった。

○偏西風の南側では、上空のチベット高気圧が北東方向に強く張り出し、日本付近は暖かい空気に覆われ、また太平洋
高気圧の圏内では、下流気流が強く、気温が上昇した。これにより、６月末以降、猛暑日を観測した地点数が大きく増
加し続け、８月末時点では夏平均気温がこれまで最も高かった昨年（2024年）の地点数を更に上回った。

○７月は梅雨前線や湿った空気の影響を受けにくく、降水量は北・東・西日本日本海側と北日本太平洋側でかなり少なく
なり、特に東北日本海側と北陸地方の月降水量の地域平均平年比はそれぞれ13％、８％で、統計を開始した1946年
以降の７月として最も少ない記録となった。

図－１ 大規模な大気の流れの特徴とその天候への影響のイメージ（７月）

図ー２ 全国のアメダス地点で観測された猛暑日の地点数の積算 図－４ ２０２５年７月の降水量平年比（％）の分布

図－３ ２０２５年５月から８月上旬にかけての新潟県高田の降水量の状況

出典：気象庁

東北日本海側
平年比１３％北陸

平年比８％

東北太平洋側
平年比２８％

近畿日本海側
平年比１７％

中国山陰
平年比２０％
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令和７年夏渇水の状況

○令和７年夏渇水では、２７水系３５河川で渇水調整協議会等の開催、取水制限等の渇水体制がとられた。
○国土交通省で７月３０日に、平成２９年以来８年ぶりに「国土交通省渇水対策本部」を設置した（10月５日解散）。

地方整備局は渇水対策本部を設置し、渇水状況を注視した。
国土交通省渇水対策本部（７月３０日～１０月５日）

（地方整備局渇水対策本部）
東北地方整備局 （７月２５日～９月１７日) 、北陸地方整備局（８月１日～９月１１日）、近畿地方整備局(８月７日～９月１１日)、
四国地方整備局(９月３日～９月５日)、九州地方整備局 (８月７日～８月２６日)、中国地方整備局(７月１４日～８月１２日)
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渇水体制がとられた水系



※棒グラフ（緑）：各年の年間日数の合計を有効地点数の合計で割った値（国の51
地点における平均で1地点あたりの年間日数）

太線（青）：５年移動平均値
直線（赤）：長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）

日降水量1.0mm未満の年間日数の経年変化（1901～2023年）

【出典】気象庁 「気候変動監視レポート2023」

無降水日は増加

○ 気象庁の51観測地点において、無降水日（日降水量1.0mm未満で降水の見られない日）の日数が増加傾向。
○ 気候変動の影響により、年間の無降水日の日数が増加すると予測。
○ 無降水日の増加等による渇水の頻発化等に伴う、 さらなる渇水被害の発生が懸念。

（参考）気候変動による水資源への影響

１地点あたり（全51地点） 、
年に２５０日程度は
無降水日

１地点あたり（全51地点） 、
年に２４０日程度は
無降水日

（注） 20 世紀末（1980～1999 年平均）を基準とした21 世紀末（2076～2095 年平均）
における将来変化量（バイアス補正済）。
青：2℃上昇シナリオ (RCP2.6)
赤：4℃上昇シナリオ (RCP8.5)
棒グラフ：20世紀末の変動幅

気候変動の影響による年無降水日の増加日数（日）

無降水日が
4℃上昇で約8.2日増加 （全国平均）

赤：4℃上昇シナリオ (RCP8.5)

青：2℃上昇シナリオ (RCP2.6)

【出典】文部科学省 気象庁
「日本の気候変動2020」
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関係機関と連携した渇水への対応

○令和７年夏渇水は、特に稲穂が出る出穂期と重なったため、農林水産省と連携し、かんがい用水の確保支援を実施。
「国土交通省渇水対策本部」、「農林水産省渇水・高温対策本部」ともに７月30日設置、10月５日解散。

○国土交通省では、８月１日に国土交通省渇水対策本部から各地方整備局等に対して事務連絡を発出し、渇水による
被害を最小限とするための対応を実施。

〇 災害対策用機械等（排水ポンプ車、散水車等）を活用で
きるよう、地方公共団体の利用ニーズを確認し、積極的に支援

〇 水利使用許可制度について、当面の間、異常渇水時におい
て、河川管理者は水利使用者間の調整の円滑化に努め、水利
使用者等の要望も踏まえ、可能な限り迅速かつ柔軟に対応

国土交通省の取組

〇 ヒト・モノ・カネの３点セットの緊急対策をプッシュ型で実施

【ヒト】MAFF-SAT（災害緊急派遣チーム）の派遣
【モノ】給水車等の活用（国土交通省と連携）
【カネ】ポンプ、番水等の諸経費補助（50%）

農林水産省の取組

番水
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自治体への渇水対策支援 （新潟県村上市）

○新潟県村上市より、農地かんがい用水確保の要請に応じ、羽越河川国道事務所が所有する災害対策用機械（排水ポンプ車）などを活用
し、荒川河川敷から河川水の供給支援を実施。

○羽越河川国道事務所発注工事の工事用散水車なども活用し、供給支援を実施。
○羽越河川国道事務所からは、２日にTEC-FORCE１名、作業員１０名、３日に作業員５名を派遣し対応を実施
○リエゾン（１名）を村上市役所に派遣し、支援ニーズ等の情報収集活動を実施

【支援対応】
令和７年８月２日（土）１４:００～１７：３０（日没）、３日（日）６：１５～１７：００
○村上市山北（さんぽく）地区（２日および３日実施）
・散水車１台、作業員５名（朝日温海11号トンネルその２工事業者 西松・加賀田JV）派遣
・散水車１台は、朝日温海11号トンネルその２工事で使用している散水車（４ｔ車）を使用
・散水車に井戸水から注水後、運搬。用水路に補給。
○村上市春木山（はるきやま）地区（２日のみ）、村上市指合（さしあわせ）地区（２日のみ）
・排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車１台、ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ車１台、TEC-FORCE１名、作業員５名（河川維持業者：北陸パブリックメンテナンス（株））
・荒川左岸6.75kpより、河川水を排水ポンプ車でくみ上げ、コンクリートミキサー車で運搬
・現地農業用水路やファームポンドへ河川水の補給を実施
※村上市指合地区については、４日（月）より、再開。春木山地区は２日で終了
【リエゾン派遣】
令和７年８月２日（土）１０：００～１３：００、３日（日）１０：００～１１：００
○羽越河国職員（1名）を村上市役所に派遣し、情報収集を実施

河川水のくみ上げ状況
（排水ポンプ車）

ファームポンド（ため池）に投入状況
（高橋村上市長（右写真中央）も現地の状況を確認）

積込状況
（コンクリートミキサー車）
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自治体への渇水対策支援 （新潟県北蒲原郡聖籠町）

○新潟県北蒲原郡聖籠町より、農地かんがい用水確保の支援要請を受け、新潟国道事務所が所有する、
排水管清掃車１台を現地に派遣し、農業用水の供給支援を実施。

○新潟国道事務所からは、TEC-FORCE隊員 ２名と作業員（道路維持業者：北陸パブリックメンテナンス（株））
４名を派遣し、対応を実施。

位置図

排水管清掃車による田んぼへの給水状況

工事用排水ポンプも追加して給水

【支援対応】
令和７年８月３日（日）９:３０～１６：３０
○北蒲原郡聖籠町蓮池地区
・道路清掃車１台、職員２名、作業員４名（道路維持業者：北陸パブリッ
クメンテナンス（株））派遣
・排水管清掃車にて、新発田維持出張所井戸水から取水した水を運搬し、
田んぼへ直接供給を実施。

・さらに、工事用排水ポンプにて農業用排水路から、直接田んぼへ給水を
実施

・明日（4日）も派遣し、給水作業を実施予定。
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吉井川

吉井川からの取水状況 農業用ため池への給水状況

び ぜ ん備前市佐山地区

坂根堰

国道２号

さ や ま

通常時の水位

○ 岡山県内を流れる吉井川水系では、少雨傾向の影響により、備前市内の農業用ため池の渇水が発生
○ 備前市からの要請により以下の対応を実施【①岡山河川事務所、②岡山国道事務所】

① 水利使用者と調整し、給水の確保は吉井川から緊急取水
② 農業用ため池への給水として、８月22日に国土交通省が所有する災害対策用機械等（散水車）を支援

８/20 農業用ため池の渇水状況

8/22 散水車引渡状況（岡山国道から備前市へ・車両待機場にて）
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自治体への渇水対策支援 （岡山県備前市）



鳴子ダムと岩堂沢ダムの連携によるかんがい用水の補給

8出典：東北地方整備局HP

②岩堂沢ダムの放流状況（R7.8.7）①鳴子ダムの異常渇水補給状況（R7.8.8）

最新にする

～鳴子ダムと岩堂沢ダムの連携～
「鳴子ダム」の最低水位以下に貯留された流水からの補給（異常
渇水補給）と、臨時的な水利使用許可をした「岩堂沢ダム（宮城
県管理、農業用ダム）」からの放流により、大崎耕土に出穂期の
かんがい用水を継続補給しています。

出典：地理院地図に
ダムを追記して掲載

①鳴子ダム（宮城県大崎市）

②岩堂沢ダム（宮城県大崎市）



出典：東北農政局HP

水利使用者との調整によるかんがい用水の確保（小田川ダム）
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ダムの異常渇水補給（鳴子ダム）
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ダムの補給（胆沢ダム）
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八ッ場ダムにより利根川の渇水を回避

12

○ 利根川（栗橋地点）上流域の平均降雨量は、6月以降平均値を下回り、特に8月は平年の47％と降雨が少ない状況となりました。
○ このため、利根川9ダムでは、下流の水利用等に必要な水量を放流した結果、9月5日時点で貯水率が40％まで低下し、取水制
限の実施が懸念されました。

○ 令和2年から八ッ場ダムの運用が開始され、現在は9つのダムによる運用を行っています。
仮に八ッ場ダムがなかった場合、貯水量は9月に取水制限を実施した平成24年当時の水準まで減少し、取水制限を実施してい
た可能性があります。

○ 八ッ場ダムが完成する前の平成4年から令和元年までは、取水制限が8回あり、平均すると、3.5年に１回取水制限がありまし
たが、八ッ場ダム完成後6年間で取水制限はありません。

八ッ場ダムの状況（令和7年9月5日撮影）

令和2年の運用以降、
過去最低の貯水率14％となりました。



農林水産省の取り組み
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出典：農林水産省HP
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自治体の取り組み（新潟県五泉市・南魚沼市）

○ 新潟県五泉市では、消火栓の水を農業用水に給水する取組を実施。
○ 新潟県南魚沼市では、車両運搬による農業用水の補給や消雪用井戸や消火栓の水を農業用水に給水する
取組を実施。

消火栓の水を農業用水に給水（資料提供 五泉市）

消火栓を活用した農業用水補水消雪パイプによる農業用水の補水

車両運搬による農業用水の補水

出典：南魚沼市ホームページ

資料提供：五泉市



自治体の取り組み（宮城県南三陸町）

出典：東北農政局HP
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○山国川では、「山国川水系渇水対応行動計画（渇水タイムライン）」を活用しながら渇水調整協議会を開催して、自主
節水、取水制限実施に向けた事前調整を行い、円滑な合意形成が図られた。

○速やかに自主節水を開始したことで、取水制限開始の目処である耶馬渓ダムの貯水率40%を下回らず、取水制限を
回避し、渇水被害を低減しながら継続的な補給を実施することができた（約90万m3の節水効果）。

■WEBでの節水呼びかけ ■山国川中下流域水利用連絡協議会

R7.7.28_第1回代表幹事会

R7.8.4_第2回代表幹事会

山国川水系渇水対応行動計画（渇水タイムライン）
①耶馬渓ダムの貯水率が60％ を下回り、減少傾向にある場合に自主節水を

実施。
②耶馬渓ダムの貯水率が40％を下回った場合に、取水制限を開始。

R7渇水時運用
①第１回代表幹事会にて自主節水（上水10％・工水70％・農水10～20％）

の実施を確認。
②第２回代表幹事会にてダム貯水率が40％を下回った場合に、上水

20％、工水80％、農水30％の取水制限の開始を決定。
※8/9～8/11の出水により河川流況及び耶馬渓ダムの貯水率が回復したため、取水制限は見送られた。

ダム流域雨量(ｍｍ/日)

70%

60%(自主節水)

50%

30%

40%(取水制限)

ダム補給期間：7/8～8/7(31日間)

7/6 7/10 7/15 7/20 7/25 7/30 8/1 8/5 8/10 8/15

約90万ｍ3の節水効果

：実績貯水容量(自主節水あり)
：想定貯水容量(自主節水なし)

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

200.00

ダム容量(ｍ3)
10,000,000

9,000,000

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

■渇水調整によるダム貯水量の確保

令和７年夏渇水でのタイムライン活用事例（山国川水系）
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貯水率40%～60％
自主節水

貯水率20%～40％
取水制限



○岩木川水系では「渇水対応タイムライン」を活用し、渇水調整協議会臨時会を開催し河川管理者、青森県、水利用者
などから現況の報告、利水者との調整や渇水対応について円滑な合意が図られた。

○特に９月上旬までのかんがい期間中に取水が行えるよう、渇水情報連絡会を通じ利水者間で調整を進め、かんがい
用水の自主節水や流域内ダムの連携を図るなどの渇水対応を実施した結果、かんがい期間中の継続的な取水が実
施でき渇水被害を回避した。

○岩木川水系では、津軽ダム流域の少雨をカバーす
べく、渇水情報連絡会を通じて多様な関係者が連携を
図り、かんがい用水を継続補給

１．国土交通省管理ダム（津軽ダム・浅瀬石川ダム）及び利水ダ
ム（県：相馬ダム・浪岡ダム）からの追加放流

２．利水ダム（農林水産省：小田川ダム・二庄内ダム）からの
水利使用規則変更協議に対する柔軟な対応

３．かんがい用水の自主節水（岩木川統合頭首工・
浅瀬石川第一頭首工等）

令和７年夏渇水でのタイムライン活用事例（岩木川水系）

▶定例会の開催 ▶水資源（河川管理）の啓発 ▶水資源（河川管理）の啓発 ▶適正な取水量の管理 ▶適正な取水量の管理 ▶適正な取水量の管理 ▶適正な取水量の管理 ▶節水への意識向上

100% ・講演、講習会、出前講座等の ・講演、講習会等の実施 ▶適正な利水施設の管理 ▶適正な利水施設の管理 ▶適正な利水施設の管理 ▶適正な利水施設の管理 ▶事業所や一般家庭における節水

～ 　実施 ▶適正な河川管理施設の管理 ▶ダム管理者の指示に基づく調整

60％程度 ・岩木川水系流況や積雪状況等 ▶適正な河川管理施設の管理 　運転・発電停止

・今年度の気象情報、予報等

▶庁舎等の日頃からの節水

▶庁舎等の日頃からの節水

▶臨時会の開催 ▶津軽ダムからの補給 ▶雨量、河川流況、環境の確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶節水への意識向上

・各機関の対応状況、今後の見 ▶利水ダムの貯水率確認 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 ▶事業所や一般家庭における節水

　込み ▶河川巡視の強化 ▶臨時会への出席 ▶臨時会への出席 ▶臨時会への出席 ▶ダム管理者の指示に基づく調整

60％程度 ・今後の気象情報、予測等 ▶渇水対策支部の注意体制設置 ▶臨時会への出席 ▶自主節水の検討 ▶自主節水の検討 ▶自主節水の検討 　運転・発電停止

～ ・岩木川の流況 ・雨量、河川流況、環境の確認 ▶自主節水の呼びかけ ▶臨時会への出席

30％程度

・利水ダムの貯水状況 ・河川巡視の強化

▶自主節水の呼びかけ ▶臨時会への出席

▶自主節水の呼びかけ

▶臨時会の開催 ▶津軽ダムからの補給 ▶雨量、河川流況、環境の確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶節水への意識向上

・各機関の対応状況、今後の見 ▶利水ダムの貯水率確認 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 ▶事業所や一般家庭における節水

30％程度 　込み ▶河川巡視の強化 ▶自主節水の検討 ▶自主節水の検討 ▶自主節水の検討 ▶ダム管理者の指示に基づく調整 ▶自治体等から発信された広報の

～ ・今後の気象情報、予測等 ▶渇水対策支部の注意体制継続 ▶自主節水の呼びかけ ▶組合員等への節水の呼びかけ ▶HP等による節水に関する広報 ▶HP等による節水に関する広報 　運転・発電停止 　確認

20%程度 ・岩木川の流況 ・雨量、河川流況、環境の確認 ▶臨時会への出席 ▶臨時会への出席 ▶臨時会への出席 ▶臨時会への出席

▶臨時会への出席

・利水ダムの貯水状況 ・河川巡視の強化

▶自主節水の呼びかけ ▶臨時会への出席

▶臨時会の開催 ▶津軽ダムからの補給 ▶雨量、河川流況、環境の確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶自治体等から発信された広報の

・各機関の対応状況、今後の見 ▶利水ダムの貯水率確認、補給検討 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 　確認

20%程度 　込み ▶河川巡視の強化 ▶取水制限の実施 ▶自主節水の実施 ▶自主節水の実施 ▶ダム管理者の指示に基づく調整 ▶事業所や一般家庭における節水

～ ・今後の気象情報、予測等 ▶渇水対策支部の警戒体制設置 ▶自主節水の呼びかけ ▶組合員等への節水の呼びかけ ▶HP等による節水に関する広報 ▶HP等による節水に関する広報 　運転・発電停止 　の強化

10%程度 ・岩木川の流況 ・雨量、河川流況、環境の確認 ▶臨時会への出席 ▶反復利用、番水制の実施 ▶臨時会への出席 ▶臨時会への出席 ▶臨時会への出席 ▶断水に向けた準備

▶臨時会への出席 【水道用水供給事業者】

▶送水量の調整を検討

・利水ダムの貯水状況 ・河川巡視の強化 ▶受水者へ情報伝達

▶自主節水の呼びかけ ▶低水流量観測の実施

▶臨時会への出席

▶臨時会の開催 ▶渇水対策支部の非常体制設置 ▶雨量、河川流況、環境の確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶取水量の再確認 ▶自治体等から発信された広報の

・各機関の対応状況、今後の見 ・雨量、河川流況、環境の確認 ▶利水ダムからの補給調整 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 ▶利水施設の点検、整備等 　確認

10%程度 　込み ▶河川巡視の強化 ▶取水制限の実施 ▶取水制限の実施 ▶取水制限の実施 ▶ダム管理者の指示に基づく調整 ▶最低限の水利用

～ ・今後の気象情報、予測等 ▶取水制限の実施 ▶組合員等への節水の呼びかけ ▶広報車等による節水の呼びかけ ▶節水に関する広報 　運転・発電停止 ▶広域的な断水時の対応

0%程度 ・岩木川の流況 ・河川巡視の強化 ▶臨時会への出席 ▶反復利用、番水制の実施 ▶被害発生への対応 ▶被害発生への対応 ▶臨時会への出席 ▶渇水弱者の自主避難

・利水ダムの貯水状況 ▶浅瀬石川ダムからの補給調整 ▶被害発生への対応 ・給水車の手配等 ▶臨時会への出席

▶他ダム等からの水融通の調整 ▶低水流量観測の実施 ▶臨時会への出席 ▶臨時会への出席

▶取水制限の実施 ▶臨時会への出席 【水道用水供給事業者】

▶ 「関係市町村担当者会議」を開催

▶ 受水者と送水制限について協議

▶ 水道利用者への情報提供

【渇水情報の確認、節水の推進】

　共有、取水量の把握

【適正な河川管理】 【適正な河川管理】 【適正な取水管理】 【適正な取水管理】 【適正な取水管理】 【適正な取水管理】【情報収集・情報共有】

▶今後の津軽ダム及び浅瀬石川

正常流量
未満

正常流量
未満

【情報収集・情報共有】 【適正な河川管理】

・取水に関する利水者との情報

【適正な取水管理】 【適正な取水管理】 【渇水情報の確認、節水の推進】

【適正な河川管理】

・今後の津軽ダム及び浅瀬石川

【適正な取水管理】 【適正な取水管理】 【適正な取水管理】 【適正な取水管理】 【渇水情報の確認、節水の推進】

【適正な河川管理】

▶今後の津軽ダム及び浅瀬石川

【適正な取水管理】 【適正な取水管理】

▶反復用ポンプ等の貸し出し・番水

【適正な取水管理】 【適正な取水管理】 【渇水情報の確認、節水の推進】

▶今後の津軽ダム及び浅瀬石川

【情報収集・情報共有】 【適正な河川管理】 【適正な河川管理】

・今後の津軽ダム及び浅瀬石川 ・取水に関する利水者との情報

【適正な取水管理】 【適正な取水管理】

　ダムからの補給予測 　共有、取水量の把握

・河川管理者、利水者、関係機関

【平時の対応】

正常流量
以上

（5㎥/s）

正常流量
以上

（19㎥/s）

【平時の適正な河川管理】 【平時の対応】

水利使用者
住民・事業者

国土交通省 青森県・各自治体 かんがい用水 水道用水 工業用水 発電用水

河川管理者等

【平時から適正な取水管理】 【平時から適正な取水管理】 【平時から適正な取水管理】 【平時から適正な取水管理】 【平時からの節水】

上岩木橋
地点流量

五所川原
地点流量

津軽ダム貯
水率

渇水の状況　(河川正常流量、
又はダム貯水率で判断)

渇水情報連絡会

▶河川流況、ダム水位、積雪深等

▶河川流況、ダム水位、積雪深等

　の情報共有

　の把握

　の把握

ダムからの補給予測

正常流量
以上

（5㎥/s）

正常流量
以上

（19㎥/s）

正常流量
以上

（5㎥/s）

正常流量
以上

（19㎥/s）

　ダムからの補給予測

・取水に関する利水者との情報

　共有、取水量の把握

　ダムからの補給予測

【情報収集・情報共有】 【適正な河川管理】

・今後の津軽ダム及び浅瀬石川 　制の準備

　ダムからの補給予測

・取水に関する利水者との情報

共有、取水量の把握

　ダムからの補給予測

平
常
時

（
渇
水
注
意
）

渇
水
レ
ベ
ル
１

（
渇
水
警
戒
）

渇
水
レ
ベ
ル
２

（
異
常
渇
水
②
）

渇
水
レ
ベ
ル
４

（
異
常
渇
水
①
）

渇
水
レ
ベ
ル
３

危
機
的
な
水
不
足
の

段
階

深
刻
な
水
不
足
の
段
階

水
不
足
の
段
階

水
不
足
が
予
見
さ
れ

る
段
階

臨時会の開催

津軽ダムの
補給予測

利水ダムの
補給検討 節水呼びかけ

反復利用、番水の実施

かんがい用水青森県
自治体

国土交通省渇水調整協議会

津軽ダム
貯水率

30%~20%

○渇水対応タイムラインに基づき８月4日 津軽ダム貯水率20.4％渇水調整協議会臨時会を開催し、
流域内の連携を図るなどの渇水対策について協議を実施

×
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制限水位 最低水位 確保水位 貯水位(１０ヶ年平均)

R7貯水位（実績） 予測水位 利水放流量(約14m3/s) 予測水位 利水放流量(約20m3/s)

貯
水
位

(m)

貯水位予測図（R7.7.18）

第１期制限水位 EL309.25

最低水位

EL289.45

段階的な利水放流量減量及び自主節水 ～7/18 利水放流量減量及び

自主節水 7/18～7/29

降雨によるダム貯水量の一定程度の回復 → 8/29までの水使用の見通し

タイムライン運用により確保したダム貯水量

岩尾内ダム

発生事象

◆水資源や節水に関する広報 ◆水資源や節水に関する広報

　・イベント等での節水の呼びかけ

　（パンフレット配布，パネル展示等）

◆庁舎等の水回りの整備・点検 ◆取水・送配水施設の整備・点検 ◆庁舎等の水回りの整備・点検 ◆一般家庭・事業所での節水

　・風呂（残り湯を洗濯などに利用）

◆気象情報、積雪量、ダム貯水位等を収集 ◆気象情報、積雪量、ダム貯水位等を収集 　・洗濯（ためすすぎ）

　・歯みがき（こまめに蛇口を閉める）

◆適正な利水補給，河川環境の確認 　・洗車（雨水の利用など）

　・トイレ(節水型トイレの導入)

◆水使用会議の開催 ◆水使用会議の開催 　　　　　 (大・小レバーの使い分け)

　・節水コマの活用　など

◆気象情報、積雪量、ダム貯水位など ◆気象情報、積雪量、ダム貯水位等を収集 ◆住民への節水呼びかけの検討

◆貯水位予測の実施 ◆ユーザーに対する節水要請の準備 　・ホームページ、広報誌、SNS　など

◆自主節水の検討・準備 ※必要に応じて実施

◆収集した情報、貯水位予測の提供

◆包蔵水量と融雪水量を考慮した運用の協議 ◆発電用水

◆適正な利水補給，河川環境の確認 ・包蔵水量と融雪水量を考慮した運用

◆広報資料作成、事前準備

◆気象情報、ダム貯水位など ◆気象情報、ダム貯水位等を収集 ◆住民への節水呼びかけ ◆節水に関する広報等を確認

◆貯水位予測の実施 ◆自主節水の実施 　・ホームページ、広報誌、SNS　など

※必要に応じて実施

◆収集した情報、貯水位予測の提供 ◆水道用水＜連絡調整＞ ◆気象情報、ダム貯水位等を収集 　・風呂（残り湯を洗濯などに利用）

　・ユーザー（自治体）への状況報告 　・洗濯（ためすすぎ）

◆適正な利水補給，河川環境の確認 ◆農業用水 ◆庁舎等における節水 　・歯みがき（こまめに蛇口を閉める）

　・ユーザーへの節水要請 　・洗車（雨水の利用など）

◆各種広報による渇水情報提供 　・バルブ調節、ゲート調整 ◆被害情報の収集 　・トイレ (大・小レバーの使い分け)

　・ポンプ運転の制限 　・節水コマの活用　など　

※必要に応じて実施

◆発電用水＜水量低下時の対応＞

　・発電使用水量の調整

◆気象情報、ダム貯水位など ◆気象情報、ダム貯水位等を収集 ◆住民への節水呼びかけ ◆節水に関する広報等を確認

◆貯水位予測の実施 ◆自主節水の強化 　・ホームページ、広報誌、SNS　など

◆取水制限の準備 ※必要に応じて実施

◆収集した情報、貯水位予測の提供 ◆気象情報、ダム貯水位等を収集 　・風呂（残り湯を洗濯などに利用）

◆渇水調整協議会・幹事会の開催 　・洗濯（ためすすぎ）

◆適正な利水補給，河川環境の確認 ※取水制限の実施有無を協議 ◆庁舎等における節水の徹底 　・歯みがき（こまめに蛇口を閉める）

◆水道用水＜連絡調整＞ 　・洗車（雨水の利用など）

◆渇水調整協議会・幹事会の開催 　・ユーザー（自治体）への状況報告 ◆被害情報の収集 　・トイレ (大・小レバーの使い分け)

◆旭川開発建設部渇水対策本部の設置 ◆農業用水 　・節水コマの活用　など　

　・ユーザーへの節水要請の強化 ※必要に応じて実施

◆各種メディアへの渇水情報提供の強化 　・バルブ調節、ゲート調整

◆水融通の調整など 　・ポンプ運転の制限

◆発電用水＜水量低下時の対応＞

　・発電使用水量の調整

◆気象情報、ダム貯水位など ◆気象情報、ダム貯水位等を収集 ◆住民への節水呼びかけの強化 ◆節水に関する広報等を確認

◆貯水位予測の実施 ◆取水制限の実施 　・ホームページ、広報誌、SNS　など

※必要に応じて実施 ◆最低限の水利用

◆収集した情報、貯水位予測の提供 ◆渇水調整協議会・幹事会の開催 ◆気象情報、ダム貯水位等を収集

◆適正な利水補給，河川環境の確認 ◆情報収集・確認頻度の強化 ◆庁舎等における節水の徹底

◆水道用水＜連絡調整＞

◆渇水調整協議会・幹事会の開催 　・ユーザー（自治体）への状況報告 ◆被害情報の収集

◆農業用水

◆各種メディアへの渇水情報提供の強化 　・ユーザーへの取水制限の要請

◆水融通の調整など 　・バルブ調節、ゲート調整の強化

　・ポンプ運転の制限の強化

◆発電用水＜水量低下時の対応＞

　・発電使用水量の調整継続

◆節水解除情報等の提供 ◆水資源や節水に関する広報 ◆一般家庭・事業所での節水

　・風呂（残り湯を洗濯などに利用）

◆旭川開発建設部渇水対策本部の解散 ◆庁舎等の水回りの整備・点検 　・洗濯（ためすすぎ）

　・歯みがき（こまめに蛇口を閉める）

　・洗車（雨水の利用など）

　・トイレ(節水型トイレの導入)

　　　　　 (大・小レバーの使い分け)

　・節水コマの活用　など

◆ユーザーに対する節水または取水制限解
除の報告

◆渇水調整協議会・幹事会による渇水調整
　 終了の決定

◆渇水調整協議会・幹事会による渇水調整
　 終了の決定

・ステージ４の状況が
継続
かつ
・ステージ４において渇
水協議会を開催し、取
水制限の実施が決定し
た場合

取水制限の実施
により、渇水被害

を防止・低減

※取水制限 ： 最低の必
要量も取水できない状況
であり、場合によっては
給水制限などの市民生
活に大きな影響を及ぼす
もの

◆必要に応じてバルブによる少量（発電不可
流量）放流

・降雨による貯水位の
回復
・かんがい期間の終了
（利水必要量が減少）

平常時
（節水解除）

◆一般家庭・事業所での節水を 強化

※自主節水 ： 利水者が
自主的に取水量を調整し
て節水するもの

（現状）
・貯水位が確保水位を
下回っている、または
下回ることが確実な状
況
・ダム流入量が近10カ
年の最小流量と同程
度、または下回ってい
る
・近10か年の最小降水
量と同程度、またはそ
れよりも少ない
（今後の見通し）
・気象庁1か月予報より
降水量が少ない確率
が高い
・ダム流入量は減少か
横ばい
・貯水位予測では、自
主節水のみではさらに
水位が低下する見込み

確保水位を下
回っている、また
は下回ることが
確実。自主節水
のみでは水位の
回復が見込めな
い

◆一般家庭・事業所での節水を 強化

◆必要に応じてバルブによる少量（発電不可
流量）放流

平常時

（現状）
・包蔵水量（積雪深）が
例年より少ない
・融雪出水後の降水量
が近10か年の平均降
水量よりも少ない
・気象庁より高温に関
する早期天候情報が発
表
（今後の見通し）
・日流入量予測テーブ
ルにおいて、融雪出水
時期が早まる見通し

融雪出水時期の
早期化

（現状）
・貯水位が確保水位に
近づいている
・ダム流入量が近10カ
年の平均値を下回って
いる
・近10か年の平均降水
量よりも少ない
（今後の見通し）
・気象庁1か月予報より
降水量が少ない確率
が高い
・ダム流入量は減少傾
向
・貯水位予測では、確
保水位を下回る見込み

確保水位を下回
る見込み

天塩川上流渇水対応タイムライン 　2022年3月24日策定

●このタイムライン案は、渇水被害を最小限にとどめるため、岩尾内ダムの貯水位・流入量等に応じて想定される北海道開発局などが講じる対策、利水者や自治体、住民・事業
者が取るべき行動を示したものです。

ステージ移行の考え方
・現状が発生事象のいずれかに該当する場合にステージ移行の検討を開始。
・現状が発生事象の複数に該当し、今後の見通しにおいても渇水が継続すると想定される場合に、ステージ移行。

渇水の状況・期間（目安）

河川管理者

利水者
（士別市、北海道企業局、
てしおがわ土地改良区）

自治体
（士別市）

住民 ・ 事 業 者北海道開発局 旭川開発建設部
（本部、名寄川河川事務所、岩尾内ダム管

理支所）

ス
テ
ー
ジ
１

ス
テ
ー
ジ
３

ス
テ
ー
ジ
５

30日

程度

【平時からの適正な施設管理】

15日

程度

【平時からの節水】

【住民へ水資源の啓発】

【情報収集】

ス
テ
ー
ジ
２

60日

程度

【自治体、利水者への情報提供】

【情報収集、貯水位予測】

【適正な河川管理】【適正な河川管理】

【自治体、利水者への情報提供】

【情報収集、貯水位予測】

【適正な河川管理】【適正な河川管理】

【自治体等からの情報確認】

【節水の取り組みを強化】

【情報収集、貯水位予測】

【自治体、利水者への情報提供】

【適正な河川管理】【適正な河川管理】

【渇水調整】

【渇水対策の強化】【渇水対策の強化】

【渇水対策の強化】

【自治体等からの情報確認】

【平時からの適正な施設管理】

【情報収集、対策検討】

【情報収集、対策準備】

【情報収集、対策の実施】

【渇水調整】

【適切な水利用】

【情報収集、対策の実施】

【渇水調整】

【渇水対策の強化】

【平時からの適正な施設管理】

【住民への水資源の啓発】

【情報確認・住民への発信】

【情報確認・住民への発信】

【渇水対策の推進】

【情報収集】

【情報確認・住民への発信】

【渇水対策の強化】

【自治体、利水者への情報提供】

【渇水調整】

【情報収集、対策の実施】

【渇水調整】

【平時からの適正な施設管理】

【住民への水資源の啓発】 【平時からの節水】

ス
テ
ー
ジ
１

【情報収集】

【適正な河川管理】

【適正な河川管理】 【適正な河川管理】【水利用に関する連携】 【水利用に関する連携】

ス
テ
ー
ジ
４

40日

程度

【情報収集、貯水位予測】

【自治体、利水者への情報提供】

【適正な河川管理】【適正な河川管理】

【渇水調整】

【自治体等からの情報確認】【情報収集、対策の実施】 【情報確認・住民への発信】

【渇水対策の強化】

【情報収集】【渇水調整】

【渇水対策の強化】

【渇水対策の推進】

【節水の取り組みの継続】

【渇水調整】

【報道対応】

〇天塩川上流では、７月18日時点の流況と降雨予測等を踏まえ、今後無降雨が続いた場合に確保水位を下回る恐れがあった。
〇渇水対応タイムラインを活用し、早期に渇水調整協議会幹事会を開催し、岩尾内ダムからの節水を行い利水放流量を減量

することの円滑な合意が図られ、速やかに自主節水を開始した結果、利水への影響を回避。

●渇水調整協議会幹事会の開催

●渇水調整によるダム貯水量の確保

天塩川上流渇水対応タイムライン（令和4年3月24日策定）
以下の場合などに渇水調整協議会を開催し渇水調整を行う
〇貯水位が確保水位を下回っている
〇ダム流入量が近10か年の最小降水量と同程度
〇気象庁１か月予報で降水量が少ない確率が高い

令和７年夏の対応
〇小雨傾向よる流入量の減少が続き、この状況が継続した場合に利水に影響が生じる可能

性あったため、確保水位を下回る見込みとなった段階で早期に令和7年7月18日に「天塩川
水系天塩川上流士別地区渇水調整協議会」幹事会を開催。

〇渇水調整協議会において円滑に調整がなされ、令和7年7月18日より利水放流量減量及び
自主節水を速やかに実施（7月29日終了）。

7/18時点予測では8月6日頃に通常の利水放流量による
貯水位予測では確保水位を下回る見込みであった
⇒早期に協議会開催し自主節水及び利水放流量減量を実施

渇水調整協議会
幹事会

予測水位（自主節水なし）

令和７年夏渇水でのタイムライン活用事例（天塩川水系）
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渇水調整協議会の開催
確保水位を
下回っているとき

確保水位に
近づいているとき

予測水位（自主節水あり）確保水位



（参考）渇水対応タイムラインの概要

○ 渇水関係機関の連携のもと作成する、渇水の深刻度の進展と影響・被害を想定した「渇水シナリオ」と、渇水による被害の軽
減と最小化のための対策等を時系列で整理した「行動計画」で構成する「渇水対応タイムライン」の作成を推進。

○ 「渇水対応タイムライン」の作成支援のため、平成３１年３月に｢渇水対応タイムライン作成のためのガイドライン」を公表。

吉野川水系渇水対応タイムライン

縦
軸

：
渇

水
の

深
刻

度

ダ
ム

の
貯

水
率
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○現在（令和７年１０月１日現在）、国が管理する３５水系３７河川で渇水対応タイムラインを公表。

地 方 水系名 名 称 公表日

石狩川(石狩川上流) 渇水対応タイムライン 令和4年3月24日

石狩川（漁川） 渇水対応タイムライン 令和3年3月22日

石狩川（空知川） 渇水対応タイムライン 令和4年3月24日

天塩川(天塩川上流) 渇水対応タイムライン 令和4年3月24日

雄物川 渇水対応タイムライン 令和3年6月11日

子吉川 渇水対応タイムライン 令和3年6月24日

岩木川 渇水対応タイムライン 令和4年6月22日

名取川 渇水対応タイムライン 令和7年4月23日

米代川 渇水対応タイムライン 令和7年7月1日

利根川 渇水対応タイムライン 令和3年12月17日

荒川 渇水対応タイムライン 令和3年12月17日

北陸 阿賀川 渇水対応タイムライン 令和3年3月3日

櫛田川 事前渇水行動計画(渇水対応タイムライン） 令和3年2月1日

雲出川 渇水対応タイムライン 令和5年10月19日

淀川 渇水対応タイムライン 令和3年4月9日

加古川 渇水対応タイムライン 令和4年3月24日

揖保川 渇水対応タイムライン 令和4年3月24日

紀の川 渇水対応タイムライン 令和4年9月12日

斐伊川 事前渇水行動計画(渇水対応タイムライン） 令和2年3月18日

芦田川 渇水タイムライン 令和2年8月21日

日野川 渇水対応タイムライン 令和3年3月29日

佐波川 渇水対応タイムライン 令和4年2月25日

小瀬川 渇水対応タイムライン 令和4年3月30日

高梁川 渇水対応タイムライン 令和5年2月21日

旭川 渇水対応タイムライン 令和5年2月21日

江の川 渇水対応タイムライン 令和5年3月24日

吉井川 渇水対応タイムライン 令和6年3月5日

千代川 渇水対応タイムライン 令和6年3月19日

太田川 渇水対応タイムライン 令和6年6月24日

吉野川 渇水対応タイムライン 令和3年1月28日

重信川 渇水タイムライン 令和5年9月27日

物部川 渇水対応タイムライン 令和5年10月27日

仁淀川 渇水対応タイムライン 令和5年10月27日

肱川 渇水対応タイムライン 令和6年3月27日

渡川 渇水対応タイムライン 令和6年8月27日

那賀川 渇水対応タイムライン 令和7年4月11日

九州 山国川 渇水タイムライン 令和3年5月24日

中国

四国

北海道

関東

近畿

中部

東北

（参考）渇水対応タイムラインの作成状況
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